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   成蹊大学 研究活動 行為 係 調査等 関 規則 

 

                             制  定 2015年 日 

                                  大 学 評 議 会 

                             最新改  2015年 日 

 

 趣旨  

第 条 規則 成蹊大学研究コンプ ンス基本規則第 21条 規定 基 成蹊大学 以

本学 いう い 研究活動 行為 以 単 行為 いう 生 場合

調査方法 措置等 関 必要 事 を定  

 告発 付  

第 条 最高管理責任者 成蹊大学研究コンプ ンス基本規則第20条 定 通報窓口 告発

基 行為 疑わ 場合 関連 部局 長又 部局 長 代わ 者 以 部局

長等 いう 対 予備調査を行わ  

 最高管理責任者 通報窓口 告発 意思を明示 い情報提供又 相談 さ 場合 そ

内容を確認 精査 相当 理由 あ 認 情報提供又 相談を行 者 意思を確

認 告発 準 扱いを  

 新聞等 報道機関 研究者コミュニ 又 ンタ ッ 等 行為 疑い 指摘さ

場合 行為を行 研究者又 研究グ プ等 氏 又 称 行為 態様そ

他事案 内容 明示さ 合理的理由 示さ い 場合 限 匿

告発 準 扱いを  

 行為 警告  

第 条 最高管理責任者 行為 行わ う い 又 行為を求 い いう

告発 情報提供又 相談 あ 場合 そ 内容を確認 精査 相当 理由 あ 認

そ 対象 者 警告を行う  

予備調査  

第 条 部局長等 予備調査 指示を 場合 次 各号 掲 事 を踏 え 速や 告発

内容 合理性 本調査 実施可能性等 い 調査を行い 予備調査 指示を 日

14日以内 そ 結果を最高管理責任者 報告  

行為 行わ 可能性 

告発 科学的 合理性 あ 理由 示さ い 否  

当該事案 係 研究活動 公表 告発 さ 期間 生 タ 実験 観察

実験試料 試薬等研究成果 事後 検証を可能 以 関係資料等 いう

い 本学 定 保存期間を超え 否  

 部局長等 本調査 証拠 得 関係資料等を保全 措置を  

 告発 さ 前 論文等 対 さ 告発 い 予備調査を行う場合

至 経緯及び事情を含 行為 問題 調査 否 を調査

判断  

 本調査 決定  

第 条 最高管理責任者 前条 報告 基 告発 付 30日以内 告発 内容 合理性を

確認 本調査 要否を決定  

 最高管理責任者 本調査 実施を決定 告発者 情報提供者及び相談者 以 申立

者等 いう 並び 被申立者 本調査を行う を通知 本調査 協力を求

当該事案 係 学外 研究費 配 機関 以 資金配 機関 いう 及び関係省庁 対

本調査を行う旨を報告  

 最高管理責任者 本調査を行わ い を決定 場合 理由を添え そ 旨申立者等 通

知 場合 い 予備調査 関わ 資料等を保存 資金配 機関 関係省

庁又 申立者等 求 あ 場合 開示  
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証拠資料等 保全  

第 条 最高管理責任者 告発を 研究活動 関 行為 物的 科学的証拠 資料等

以 証拠資料等 いう を保全 措置を  

 前 措置 必要 場合を 被申立者 研究活動 を制限 い  

調査委員会  

第 条 最高管理責任者 本調査 実施を決定 速や 研究活動 行為 係 本調

査 委員会 以 調査委員会 いう を設置  

 調査委員会 次 掲 委員を 構成 委員 最高管理責任者 そ 都度委嘱  

本学 教職員 

本学 直接 利害関係を さ い外部 識者 

 委員 う 半数以 前 第 号 委員 い  

 委員 申立者等及び被申立者 直接 利害関係を さ い者 い  

 調査委員会 委員長を置 委員 う 最高管理責任者 任命 者を 充  

委員 係 異議申立  

第 条 最高管理責任者 調査委員会を設置 委員 氏 及び所属を申立者等及び被申立

者 通知 申立者等及び被申立者 委員 選任 い 異議を申立  

 前 異議申立 原則 前 通知を 日 起算 7日以内 行わ

い  

 最高管理責任者 異議申立 あ 場合 そ 内容を審査 そ 内容 妥当 あ 判断

当該異議申立 係 委員を交代さ そ 旨を申立者等及び被申立者 通

知  

 研究費 支出停 等  

第 条 最高管理責任者 本調査を行う を決定 第 16 条 規定 調査結果 報告

を 間 被申立者 対 告発さ 事案 係 研究費 一時的 支出停 等 必要 措

置を講  

 本調査 実施  

第 条 調査委員会 本調査 実施 決定後 30日以内 本調査を開始 い  

 調査委員会 被申立者及び申立者等 本調査 協力を求  

 調査委員会 当該事案 係 研究活動 関 論文及び関係資料等 精査 関係者 ヒ

ング 再実験 要請等 方法 本調査を実施  

 調査委員会 本調査 過程 い 被申立者 弁明 機会を設 い  

 調査委員会 必要 認 場合 当該事案 係 研究活動 ほ 本調査 関連 被申立者

他 研究活動 本調査 対象 含  

 調査委員会 再現性 検証 被申立者 対 再実験を要請 場合又 被申立者自 意思

再実験を申 出 調査委員会 そ 必要性を認 場合 そ 要 期間及び機会 機

器 経費等を含 を踏 え 合理的 必要 判断さ 範囲内 い 調査委員会 指導

監督 再実験を行わ  

 本調査 中間報告  

第 条 調査委員会 本調査 終了前 あ 資金配 機関等 求 あ 場合

最高管理責任者 了 を得 本調査 中間報告を資金配 機関等 提出  

 行為 疑惑 説明責任  

第 条 本調査 過程 い 被申立者 当該事案 係 研究活動 関 疑惑を晴 そう

場合 自己 責任 い 当該研究活動 科学的 適 方法及び手続 則 行わ 及

び論文等 そ 基 い 適 表現 書 あ を 科学的根拠を示 説明

い  

 本調査 研究又 術 情報 保護  

第 条 調査委員会 本調査を行う 当 告発さ 事案 係 公表前 タ 論文等 研

究又 術 秘密 情報 本調査 遂行 必要 範囲外 漏洩 い う十
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配慮  

 本調査 協力義  

第 条 調査委員会 本調査 協力を求 者 誠実 協力 虚偽 申告又

証言を い  

 認定 方法  

第 条 調査委員会 本調査 結果及び被申立者 行う説明並び 本調査 得 証拠

資料等 証言 被申立者 自認等 諸証拠を総合的 判断 行為 否 認定を行う 場

合 い 調査委員会 被申立者 自認を唯一 証拠 行為を認定 い  

 調査委員会 被申立者 説明そ 他 証拠 行為 あ 疑いを覆

い 行為 認定 保存義 期間 範囲 属 関係資料等 存在等

本来存在 基本的 要素 足 い 被申立者 行為 あ 疑いを覆

足 証拠を示 い 様  

 調査委員会 行為 行わ 認定 場合 行為 内容及び悪質性 関 者

そ 関 程度 当該研究活動 係 論文等 各著者 役割そ 他必要 事 い 認定を

行う  

 調査委員会 行為 行わ 認定 場合 あ 告発 悪意 被申立者を

被申立者 行う研究を妨害 等 専 被申立者 何 損害を え 又 本学

等 利益を え を目的 意思をいう 以 基 く あ 判明

併 そ 旨 認定を行う 場合 い 調査委員会 申立者等 対

書面又 口頭 弁明 機会を え い  

 最高管理責任者 報告  

第 条 委員長 本調査 結果及び認定結果 以 を 調査結果 いう い 本調

査 開始後 150日以内 調査報告書を 最高管理責任者 報告 150日

以内 認定を行う い合理的 理由 あ 場合 そ 理由及び認定 予定日を最高管

理責任者 申 出 そ 認を得  

 調査結果 通知及び報告  

第 条 最高管理責任者 調査結果 い 書面 申立者等及び被申立者 被申立者以外

行為 関 認定さ 者を含 以 通知 被申立者 本学以外 機関 所

属 い 場合 当該所属機関 通知  

 最高管理責任者 前 通知 加え 調査結果を資金配 機関及び関係省庁 報告

 

 最高管理責任者 悪意 基 く告発 認定 あ 場合 い 申立者等 本学以外 機関

所属 い 当該所属機関 通知  

 服申立  

第 条 次 各号 掲 者 通知さ 調査結果 い 通報窓口を通 最高管理責任者

対 服申立 を行う  

行為を認定さ 被申立者 

悪意 基 く告発を認定さ 申立者等 

 前 服申立 調査結果 通知を 日 起算 14日以内 行う 書

面を通報窓口 提出 行わ い  

 前 規定 基 服申立 を行 者 以 服申立者 いう 前 定 服

申立 期間内 あ 一理由 服申立 を繰 返 い  

服申立 審査  

第 条 最高管理責任者 服申立 を 場合 調査委員会 服申立 審査を行わ

 

 最高管理責任者 新 専門性を要 判断 必要 場合 委員を交代 若 く 追加

又 調査委員会 代え 他 者 審査をさ 場合 調査委員会 構

成 第 条 規定を適用  

 調査委員会 最高管理責任者 指示 基 服申立 趣旨 理由等を 案 再調査
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実施 必要性 無を速や 決定 最高管理責任者 報告  

 調査委員会 審査 結果 当該事案 再審査を行う く 服申立 を却

判断 場合 そ 旨を最高管理責任者 報告 場合 い 当該 服申立

当該事案 引 延 や認定 伴う各措置 先 を主 目的 調査委員会 判断

場合 以後 服申立 を 付 い を併 報告  

 再調査 実施  

第 条 前条第 審査 結果 調査委員会 再調査 実施を決定 調査委員会 再

調査を行う旨を最高管理責任者 報告  

 調査委員会 再調査 当 服申立者 対 認定結果を覆 足 服申立者

思料 資料 提出等 当該事案 速や 解決 向 再調査 協力 を求

 

 調査委員会 服申立者 前 協力 得 い場合 再調査を実施 手続を打

場合 い 調査員会 直 最高管理責任者 報告 最高管理責任者

服申立者 当該決定を通知  

 調査委員会 第 規定 再調査を行う場合 再調査 開始 50日以内 先 認定結果

を覆 否 を決定 そ 結果を最高管理責任者 報告 50日以内 認定

結果を覆 否 決定 い合理的 理由 あ 場合 そ 理由及び決定予定日を付 最

高管理責任者 申 出 そ 認を得  

 再調査等 通知及び報告  

第 条 最高管理責任者 被申立者 服申立 あ 場合 申立者等 対 通知 申立

者等 服申立 あ 場合 被申立者 対 通知 い 場合 い

資金配 機関及び関係省庁 報告 服申立 却 又 再調査 開始を決定 場

合及び前条第 定 再調査 打 を決定 場合 様  

 認定 確定  

第 条 行為 認定及び 行為 い 場合 申立者等 悪意 認定 次 各号

掲 い 場合を 確定  

第 17条 通知後 被申立者及び申立者等 方 服申立 場合 

服申立 対 再調査を実施 い を決定 場合 

服申立 対 再調査を終え 場合 

 最高管理責任者 前 基 認定 確定 場合 資金配 機関及び関係省庁 報告

 

理事長 報告  

第 条 前条 行為を認定 場合又 行為 い 場合 申立者等 悪意 認

定 確定 最高管理責任者 理事長 そ 旨を報告  

 最高管理責任者 前 報告を行う 当 理事長 対 成蹊学園 規則等 基 く解任

懲戒処 契約 解 等を含 適 措置 検討を要請  

認定確定後 措置  

第 条 最高管理責任者 認定確定後 次 措置を講  

行為 行わ 認定 確定 場合 

   次 事 公表を行う 行為 あ 認定さ 論文等 告発 さ 前

い 当該 行為 関 者 氏 所属 公表 い

 

行為 関 者及び 行為 認定さ 論文等 内容 い 責任を負う者

認定さ 者 以 被認定者 いう 氏 及び所属 

行為 内容 

ウ 委員 氏 及び所属 

エ 調査 方法 手 等 

本学 公表時 行 措置 内容 

そ 他必要 認 事  
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 被認定者及び研究費 全部又 一部 い 使用 責任を負う者 認定さ 者 対 

研究費 使用中 を命  

ウ 被認定者 論文等 訂 そ 他 措置 勧告を行う 場合 い 被認定者

勧告を 日 起算 14日以内 勧告 応 否 意思表示を行わ い  

エ ウ 規定 基 勧告 行わ 場合 い 被認定者 勧告 応 い そ 事実

を公表  

 そ 他必要 措置を講  

行為 認定 確定 場合 

   研究費 支出停 証拠保全等 措置を解  

   調査結果 公表 い 被申立者 誉を回復 必要 あ 認 場合 調

査事案 外部 漏洩 い 場合及び論文等 故意 い誤 あ 場合 調査

結果を公表  

ウ 悪意 基 く告発 あ 場合 悪意 基 く告発 あ を認定 調査結果を公表

必要 措置を講  

 前 措置 ほ 悪質性 高い 認 場合 刑事告発又 民事訴訟 措置を

 

 是 措置等  

第 条 最高管理責任者 行為 認定さ 場合 部局長等 対 速や 是 措置 再

発防 措置 そ 他必要 環境整備措置 以 是 措置等 いう を を命

必要 応 本学全体 是 措置等を  

 最高管理責任者 前 基 い 是 措置等 内容を資金配 機関 文部科学省そ 他

関係省庁 対 報告  

秘密保護義  

第 条 調査委員会 委員そ 他告発 手続 関係 者 そ 対応を通 知 得 内容を他

漏 い そ 職を い 後 様  

 最高管理責任者 部局長等及び委員長 申立者等 被申立者 告発内容 調査内容及び調査経過

い 調査結果 公表 至 申立者等及び被申立者 意 外部 漏洩 い う

秘密 保持を徹底 い  

 最高管理責任者 当該告発 係 事案 外部 漏洩 場合 申立者等及び被申立者 了解を

得 調査中 わ 本調査事案 い 公 説明 申立者又 被

申立者 責 帰 理由 漏洩 当該者 了解 要  

 最高管理責任者 部局長等 委員長そ 他関係者 申立者等 被申立者 調査協力者又 関係者

連絡又 通知を 当該申立者等 被申立者 調査協力者又 関係者等 人権 誉 プ

バシ 等を侵害 い う 配慮 い  

 利益 扱い 禁  

第 条 行為 係 告発 関係 者 悪意 基 く告発 あ 認定さ い限 単

告発を行 を理由 利益 扱いを い  

 被申立者 研究活動 相当 理由 単 告発 行わ を 部 的又 全

面的 禁 さ 又 そ 他 利益 扱いを い  

 規則 改廃  

第 条 規則 改廃 大学評議会 議を経 学長 決定  

   

   附 則 2015年 日制定  

 規則 2015年 日 施行  

 規則 施行日以降 通報窓口 寄 告発 い 行為 疑い 生 時期

わ 規則を適用  

   附 則 2015年 日一部改  

 規則 2015年 日 施行  


